
 

 

不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要 

 

１ 趣旨 

  民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号。以下「改正法」という。）

により、所有者不明土地の発生を防止するため、不動産登記法（平成１６年法律

第１２３号。以下「不登法」という。）等の一部が改正された。 

    本省令案は、改正法（令和８年４月１日施行分）において住所等変更登記の義

務（改正法による改正後の不登法第７６条の５）の負担軽減策として創設された

登記官の職権による住所等変更登記（改正法による改正後の不登法第７６条の６）

の運用を同日以降速やかに開始するため、自然人について当該変更登記を行うた

めに必要となる検索用情報の申出手続等を不動産登記規則（平成１７年法務省令

第１８号。以下「不登規則」という。）に定めるものである。 

  なお、登記官の職権による自然人についての住所等変更登記の手続全体のイメ

ージは別添のとおりである。 

  おって、改正法（令和８年４月１日施行分）の施行に関して法務省令において

定めるべき他の事項については、追って定めるものとする。 

 

２ 概要 

 (1) 所有権の移転の登記等の申請をする場合における検索用情報の申出（不登規

則第１５８条の３９） 

所有権の移転の登記等の申請をする場合において、これらの登記の申請人が

所有権の登記名義人となる者であって、かつ、国内に住所を有する自然人であ

るときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人とな

る者の氏名、氏名の振り仮名（日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表

音をローマ字で表示したもの）、住所、出生の年月日及び電子メールアドレス

（以下「検索用情報」という。）を申し出るものとすること並びにその方法な

どを定める。 

 (2) 所有権の登記名義人がする検索用情報の申出（不登規則第１５８条の４０） 

所有権の登記名義人（国内に住所を有する自然人に限る。）は、登記官に対

し、当該所有権の登記名義人についての検索用情報を検索用情報管理ファイル

（法務大臣において備える所有権の登記名義人の検索用情報を記録する電磁

的記録）に記録するよう申し出ることができること及びその方法などを定め

る。 

 

３ 施行期日 

 令和７年４月２１日 
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